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１．「いじめ」とは
①「いじめ」の定義
　　「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。（いじめ防止対策推進法　第２条）

「いじめは特定の者を攻撃し排除することによって、学ぶ権利や生きる権利を奪う人権侵害である。」いじめは体への暴力だけでなく、「無視」や「言葉の暴力」によって心に傷を負わせる「心へのリンチ」であり、差別という社会的・心理的な排除と同じである。

具体的ないじめの様態は、以下のとおりである。
　　・冷やかしからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
　　・仲間外れ、集団による無視をされる。
　　・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
　　・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
　　・金品をたかられる
　　・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
　　・嫌なこと、恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
　　・パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる。　　等

②いじめの理解・防止
　　いじめは、どの子にも、どの学校にも起こりうることである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり、多くのものから集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命または身体に重大な危険を生じさせうる。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなくいじめられた生徒の立場に立って行うことが必要である。また、「いじめは人権侵害である。」という認識のもと、人権教育的視点を持って指導にあたることも必要である。
いじめの構造は差別の構造とも同じである。いじめの問題を差別の問題と重ね合わせて考えてみると、いじめの本質が見えてくる。いじめは人間が起こす行為なので人間の力でいじめを止めることもできる。そして、いじめは集団の関係の中で起こっているので、いじめは集団の質のあり方を変えることによって止めることができる。
いじめは、どの子にも、どの学校にもあらゆる場面で起こりうるということを踏まえ、より根本的ないじめ問題克服のためには、全ての生徒を対象とした、いじめの未然防止の観点を持った指導が重要であり、全ての生徒をいじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくるために、関係者が一体となった継続的な取り組みが必要である。

２．いじめの未然防止のための取り組み

（１）未然防止の考え方
未然防止のための取り組みは、全ての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めていくことから始まる。いじめに特化した何か特別な訓練やプログラムを実施しないと始まらない、などと考える必要はない。すべての生徒がいじめに巻き込まれる可能性があるものとして全員を対象に事前の働きかけ、すなわち未然防止の取り組みを行うことが、最も合理的で有効な方法になる。
なお、そのような指導の際の教職員の「いじめられる側にも問題がある」という認識や言動は、いじめている生徒や周りで見ている生徒を容認するものにほかならず、いじめられている生徒を孤立させ、いじめの深刻化の原因となるだけでなく、被害者からのいじめの訴えを妨げる要因になるものであるので、留意しなければならない。


（２）いじめ未然防止に関わる取り組み
　　①年間計画
	
	第１学年
	第２学年
	第３学年
	全学年

	１学期
	○学級集団作り
○一泊移住の取り組み

	○学級集団作り
○職業体験学習の取り組み
	○学級集団作り
○修学旅行の取り組み
	○いじめアンケート調査
○教育相談
○「いじめについて考える日」（５／７）

	２学期
	
人権教育・道徳教育と連携した、命の大切さや互いを思いやることの大切さを学ぶさまざまなとりくみ・学習　　SNSを代表とする、情報モラル・メディアリテラシーの学習　　「いじめ」についての学習


	○校外学習の取り組み
	
	○体育大会の取り組み
○文化発表会の取り組み
○いじめアンケート調査
○教育相談

	３学期

	


	
	
	○小中交流会
○３年生お別れ式
○いじめアンケート調査
○教育相談


②授業における取り組み
　　・「わかる授業」づくり。
　　・「指導力向上」の取り組み。
③課外活動の取り組み
　　・部活動（より密な集団・社会性の育成）
　　・生徒会活動（各生徒委員会の取り組み、募金活動、小中交流会など）
④情報モラル・メディアリテラシーの学習
　　・（株）ＬＩＮＥによる講座の実施
・各学年における教科や総合の時間を利用した情報モラル・メディアリテラシー教
育の推進
⑤人権教育・道徳教育の取り組み
　　・さまざまな人権学習、道徳学習を通して、命の大切さやお互いに思いやることの大切さを学習。




⑥「いじめ」についての学習の取り組み
　　・生徒自らがいじめの問題について学び、そうした問題を主体的に考え、生徒自身がいじめ
の防止を訴えるような取り組みの推進
　　・５月の大型連休明け（今年度は５月７日（木））を『いじめについて考える日』と設定し、その
週を『いじめについて考える週間』とする。
○　全校集会での講話やたよりの発行、いじめに関する集中実践、生徒会の取り組み。
○　いじめに関する様々な研修（おもに文書による研修：いじめに関する最新情報の提供や他校の取り組みの紹介など）
（３）いじめ防止委員会の設置
　　①構成
　　　校長・教頭・各学年主任・生徒指導主事・養護教諭・スクールカウンセラー
※必要に応じて緊急的な「組織」、拡大的な「組織」といった形で、構成員を限定したり、増やしたりすることもある。
　　②委員会の主な内容
　　　・ケース会議
　　　・未然防止の推進など学校基本方針に基づく取り組みの実施、進歩状況の確認、定期的検証
および結果の検証
　　③委員会の実施時期
　　　・年度始めおよび毎長期休業前　＋　臨時に設ける必要があるとき

３．いじめの早期発見についての取り組み

（１）早期発見の基本姿勢
　　　いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対応の前提であり、全ての大人が連携し、生徒のささいな変化に気づく力を高めることが必要である。このため、いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われたりSNSを通じて行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われるということを認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的にいじめを認知することが必要である。



（２）早期発見の取り組み
　　　①いじめ調査アンケートの実施。年３回程度予定（毎学期１回）
　　　②教育相談　年３回予定（５月・９月・２月）
　　　③学級ミーティングの実施（いじめ防止委員会の前）　　
　　　④きめ細やかな情報交換・情報共有（欠席状況の把握　等　　生活指導部会・学年会・職員会
議・不登校対策委員会など）
　　　⑤スクールカウンセラーとの連携、いじめ相談窓口の周知　等

４．いじめが起きた時の対応
　　　認知（生徒からの訴え、申告・教員の気づき）　教員
　　⇒学年主任・生徒指導主事（→管理職）への連絡　担任・学年・生徒指導主事・管理職
⇒学年での情報共有と当面の指導方針確認　担任・学年・生徒指導主事
　　⇒被害生徒からの事実確認。（細部までしっかりと）　担任・学年
　　⇒加害生徒からの事実確認。　　　　　　　　　　　担任・学年
　　⇒被害生徒と加害生徒の事実確認した内容をすり合わせる。　担任・学年・生徒指導主事
※　状況（いじめの事実を認めない場合や被害と加害の事実が合わない場合など）によっては、再度情報収集。（周りの生徒への聞き取りや無記名アンケート　等）
　　⇒必要に応じて被害生徒・加害生徒の保護者への状況報告　　担任・学年
　　⇒今後の指導方針について確認する。　担任・学年・管理職・生徒指導主事
　　　※必要に応じていじめ防止委員会を設ける。
　　⇒被害生徒の保護者に聴き取りした内容・指導方針を伝える。　担任
　　⇒被害生徒の保護者、加害生徒の保護者に来校を求める。　担任
　　　※両保護者が鉢合わせにならないように配慮する。
　　⇒事実確認した内容と今後の指導方針を伝える。　担任・学年
　　※加害生徒に対しては、状況、反省態度、被害生徒の被害程度を考慮して、必要に応じた指導を行う旨を（場合よっては別室指導等）伝える。担任
　　⇒必要に応じて、関係諸機関（警察・子ども相談センター・サポートセンター）との連携を行う。　　　　　　生徒指導主事
　　⇒被害生徒宅への謝罪。（場合に行っては学校での謝罪会）教師も付き添うようにする。
担任・学年
　　※別室指導を行っている場合は加害生徒に今後ないことを確認したうえで、入室させる。　　　　　　　　　　　　　　　　担任・学年
　　⇒全教職員への報告、いじめ防止委員会にて検証。生徒指導主事
　　※可能であれば教材化し、いじめについての学習を行う。生徒指導主事

※　指導途中も指導後も被害生徒へのケアを大切にする。
　　※　プライバシーを守ること。連絡が必要なときは迅速に保護者に連絡すること。
　　※　事実や指導の経過の記録を確実に取り、生徒指導主事に集約すること。

５．その他
・　「いじめ」としての認知について
　　　ケースによっては、被害者は「いじめ」と認識しているが、加害生徒にその認識がなく、ただのからかい、ふざけであるという認識しか持っていない場合があり、その際に加害生徒やその保護者が「いじめ」という言葉にとらわれてかたくな態度をとり指導が難航する事例が見られる。当然、指導する側としては「いじめの定義」に則り「いじめ」様の人間関係のトラブルとの認識の上で被害生徒の立場に立って指導を進めることは当然ではあるが、その指導の過程の中でまずは「人間関係のトラブル」の解消を図り、その後、加害生徒にそのトラブルを振り返らせる中で「いじめ」につながる行為であることを認識させるよう指導を進めたい。
　　　　また、人間関係のトラブルとの認識で指導には当たるが、常にその事象が「いじめ」であるか、または「いじめにつながるもの」であるかを考えながら指導することは当然であり、極力関係者との連携、情報共有を図るとともに、重篤ないじめ問題にならないよう指導を行う。そのためにも常日頃より生徒どうしの人間関係を観察するとともに、教職員が「いじめ」について研修を深め、ある程度共通した認識を持つことは重要である。なお、教職員が重篤ないじめ事象と判断した場合や、被害生徒・保護者からいじめ事象として訴えのあった場合は、生徒指導主事は早急に臨時の「いじめ防止委員会」を招集し、その後の対応についてはいじめ防止委員会が主導してあたる。
なお、統計上の「いじめ」の数に入れるか、入れないかの判断は指導とは別のものである。被害生徒、加害生徒ともに「いじめ」との認識がない場合でもいじめの定義に当てはまる事例については「いじめ」と計上する。
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